
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 淀川区役所では、「令和８年度 西中島小学校及び木川南小学校校地活用検討支援等業

務委託」について、次のとおり公募型企画競争方式（プロポーザル方式）によって受託事

業者を募集します。 

 

 

 

                              令和８年６月 18 日 

                         大阪市淀川区長 古川 吉隆 

 

 

 

  この業務に応募する者は、必ずこの「募集要項」をお読みください。 

 

第１章 本業務の目的・委託業務について 

第２章 応募について 

第３章 選定について 

 

必要書類一式（別表１・別表２） 

書類様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年度 西中島小学校及び木川南小学校校地活用検討支援等業務委託 

募集要項（公募型プロポーザル） 

【担当部署・各種書類提出先】 

 

大阪市淀川区十三東２丁目３番３号  淀川区役所５階５１番窓口 

淀川区役所政策企画課（担当：瀧谷・湧田） 

 電話 06-6308-9431     FAX 06-6885-0534 

  電子メール TL0009@city.osaka.lg.jp 
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第１章 本業務の目的・委託業務について 

 

１ 業務の目的 

 

大阪市（以下「本市」という。）では、大阪市立学校活性化条例（平成 24 年大阪市条例

第 86 号）において学級数 12～24 を適正規模と規定し、適正規模を満たさない学校につい

ては学校再編整備計画を策定することとしている。これに基づき、令和４年 12月の大阪市

教育委員会会議において、西中島小学校及び木川南小学校（以下「両小学校」という。）を、

令和 10年４月に、隣接する木川小学校に統合することを内容とする「木川小学校・西中島

小学校・木川南小学校 学校再編整備計画」が承認された。 

統合後の西中島小学校及び木川南小学校の校地（以下「本件校地」という。）については、

別途開催する「再編整備後の西中島小学校校地活用検討会議」及び「再編整備後の木川南

小学校校地活用検討会議」（以下、総称して「校地活用検討会議」という。）において地域

住民の意見を聴取しながら、淀川区役所において活用方策の検討・策定を進めていく方針

である。 

両小学校はこれまで、地域防災拠点機能及び地域コミュニティ機能を担ってきており、

それぞれの地域内には両小学校以外の公共施設がほとんどない状況を踏まえると、統合後

においても本件校地において引き続き地域防災拠点機能及び地域コミュニティ機能を維持

していく必要がある。 

一方、本件校地の活用にあたっては、用途地域を始め法令等の制限、校舎等既存建物の

耐震性能や使用可能状況、事業用定期借地権設定や定期建物賃貸借といった活用手法の選

択、さらには新大阪駅周辺地域における将来のまちづくりの検討状況などの前提条件を踏

まえ、民間事業者の参画意向や参画条件を整理したうえで検討を進める必要がある。 

以上のことから、次年度に予定している事業者公募実施にむけ、民間事業者の活用方策

案を調査し、その調査結果と過年度に実施してきたマーケットリサーチや建物調査の結果

等から公募条件の骨子を作成することを目的として、本業務を実施します。 

 

２ 業務内容に関する事項 

 

（１）業務内容 

仕様書のとおり 

（２）契約上限額 

金 23,322,000円（消費税等を含む） 

（３）契約期間 

契約締結日から令和９年３月 31日（水）まで 

（４）履行場所 

本市指定場所 

（５）費用分担 

受注者が業務を遂行するにあたり必要となる経費は、契約金額に含まれるものとし、

本市は契約金額以外の費用は負担しません。 

（６）本市から提供する資料 

 令和 5 年度実施 西中島小学校及び木川南小学校校地活用調査業務委託報告書（マー
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ケットリサーチ調査結果・ヒアリング内容・校地の活用検討提案等） 

 

３ 契約に関する事項 

 

（１）契約の方法 

大阪市契約規則の規定に基づき、委託契約を締結します。契約内容は本市と協議のう

え、仕様書及び企画提案書類に基づき決定します。なお、契約の締結に際し、万一、応募

書類の記載内容に虚偽の内容があった場合は、契約締結をしないことがあるほか、大阪

市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を講じることがあります。また、本市が

被った損害について、賠償請求を行うことがあります。 

（２）委託料の支払い 

業務完了後、本市の検査を経て、受注者の請求に基づき支払います。 

（３）契約書案 

別紙参照 

（４）契約保証金 

契約保証金 要 ただし、大阪市契約規則第 37条第１項第１号、又は第３号に該当す

るときは免除する。 

保証人   不要 

（５）再委託について 

ア 受注者は、本業務の全部を一括して、または次の主たる部分を第三者に再委託（業務

を発注者以外の第三者に委託することをいい、委任、請負その他委託の形式を問わな

い。以下同じ。）することはできない。なお、「主たる部分」とは、委託業務における総

合的企画、業務遂行管理、業務の手法の決定及び技術的判断等をいう。 

イ 受注者は、コピー、データ入力、印刷、製本、トレース、資料整理などの簡易な業務

の再委託にあたっては、発注者の承諾を必要としない。 

ウ 受注者は、ア及びイに規定する業務以外の再委託にあたっては、書面により発注者

の承諾を得なければならない。なお、元請の契約金額が 1,000 万円を超え契約の一部

を再委託しているものについては、再委託相手先、再委託内容、再委託金額を公表す

る。 

エ 地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 2 号の規定に基づき、契約の性質または目

的が競争入札に適さないとして、随意契約により契約を締結した委託業務においては、

発注者は、前項に規定する承諾の申請があったときは、原則として業務委託料の 3 分

の 1 以内で申請がなされた場合に限り、承諾を行うものとする。ただし、業務の性質

上、これを超えることがやむを得ないと発注者が認めたとき、または、コンペ方式若し

くはプロポーザル方式で受注者を選定したときは、この限りではない。 

オ 受注者は、業務を再委託に付する場合、書面により再委託の相手方との契約関係を

明確にしておくとともに、再委託の相手方に対して適切な指導、管理の下に業務を実

施しなければならない。なお、再委託の相手方は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に

基づく停止措置期間中の者、または大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札

等除外措置を受けている者であってはならない。 

（６）その他 

契約締結後、当該契約の履行期間中に受注者が大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に
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基づく入札等除外措置を受けたときは、契約の解除を行います。 

 

４ 事業者選定スケジュール 

 

年 月日 曜日 内容 

令和８年 

６月 18日 木 
公募開始 

質問受付開始 

６月 30日 火 質問受付期限（午後５時 30分まで） 

７月７日 火 質問に対する回答公表 

７月 15日 水 
公募型プロポーザル参加申出書類提出期限 

（午後５時 30分まで） 

７月 17日 金 公募型プロポーザル参加資格審査結果通知 

７月 23日 木 企画提案書類提出期限（午後５時 30分まで） 

７月 31日 金 選定会議（書類審査及びプレゼンテーション審査） 

８月３日 月 選定結果の通知、公表 

８月上旬  
契約締結 

委託業務開始 

令和９年 ３月 31日 水 業務完了 

 

 

第２章 応募について 

 

１ 応募資格 

 

次の基準の全てに該当し、本市の参加資格審査において、その資格を認めた者は、公募

型プロポーザルに参加することができます。 

（１）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者

であること。 

（２）令和７・８・９年度大阪市入札参加有資格者名簿に業務委託種目「13：17 各種施

策研究・調査」又は「13：26その他」で登録されていること。 

（３）企画提案時において、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受け

ていないこと。 

（４）大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと

及び同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと。 

（５）事業者が共同体を結成して参加する場合は、次の要件をすべて満たしているとき

に限り可能とします。 

ア 各事業者は、共同体の代表となる事業者（代表者）を決め、代表者が全体の意思決

定、管理運営等にすべての責任を持つこと。なお、代表者は、業務の遂行に責任を持

つことのできる事業者とすること。 

イ 参加申出以後、代表者及び共同体を構成する事業者（構成事業者）の変更は認めな

い。 

ウ 代表者及び構成事業者は、それぞれ上記（１）～（４）の要件をすべて満たしてい
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ること。 

エ 代表者とならない構成事業者にあっては、それぞれ委任状（様式３）を提出するこ

と。 

オ 参加申出時に共同体の協定書（様式自由）の写しを併せて提出すること。なお、協

定書には、それぞれの構成事業者の役割分担及び活動割合が詳細かつ明確に記載さ

れていること。 

カ 単独で参加した事業者は、共同体の構成事業者となることはできない。 

キ 各構成事業者は、複数の異なる共同体の構成事業者となることはできない。 

 

２ 公募型プロポーザル参加申出書類の提出 

 

（１）公募型プロポーザル参加申出書類 

令和８年７月 15 日（水）午後５時 30 分（必着）までに、別表１の書類を提出してく

ださい。提出は、窓口への持参又は送付によることとし、ＦＡＸや電子メールでの提出は

認めません。また、受付後の提出書類の撤回、取消し、変更、並びに返却はできません。 

なお、提出された書類は事業者選定の目的にのみ利用し、法令に定めのある場合を除

いて、他の目的で利用及び第三者へ提供することはありません。 

（参加資格審査結果通知） 

公募型プロポーザル参加資格審査結果通知は、令和８年７月 17日（金）付けで交付し、

参加資格を認めなかった申出者については、その理由を付した通知書を交付します。 

（参加の無効等） 

提出書類に虚偽の記載をした者及び公募型プロポーザル参加申出期限から選定会議開

催日時までの間において、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく参加停止措置、若

しくは大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置中の者は、失格とし

ます。 

 

（２）質問 

質問がある場合は、質問票（様式１）に明記し、令和８年６月 30日（火）午後５時 30

分までに電子メールにて淀川区役所政策企画課（TL0009@city.osaka.lg.jp）まで送信し

てください。電子メールの件名は「校地活用調査等業務委託 質問」とし、電子メール以

外の方法による質問は受け付けません。また、締め切り以降の質問についても受け付け

ません。 

受け付けた質問の回答については、令和８年７月７日（火）に淀川区役所ホームページ

に掲載し、個別には回答しません。また、質問がなかった場合は掲載しません。 

 

３ 企画提案書類の提出 

 

（１）企画提案書類 

企画提案書類は、公募型プロポーザル参加資格審査結果通知の受領後、令和８年７月

23 日（木）午後５時 30 分（必着）までに、別表２の書類を提出してください。提出は、

窓口への持参又は送付によることとし、ＦＡＸや電子メールでの提出は認めません。ま

た、受付後の提出書類の撤回、取消し、変更、並びに返却はできません。 
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（２）企画提案書類の体裁 

ア 企画提案書類については、正本及び副本（コピー可）のセットをそれぞれＡ４紙ファ

イルに綴って提出してください。 

イ 表紙及び背表紙には提案事業タイトルと提案事業者名等を記入してください。なお、

提案事業者名の記載は正本のみとし、副本には記載しないとともに、他に事業者名表

示があれば黒塗りするなどし、提案事業者が推定できる記載は行わないでください。 

 

（３）留意事項 

ア 提出できる案は、１案のみとします。 

イ 企画提案にかかる費用は、参加者の負担とします。 

ウ 採用された企画提案書類は、大阪市情報公開条例（平成 13年大阪市条例第３号）に

基づき、非公開情報（個人情報、法人の正当な利益を害する情報等）を除いて情報公開

の対象となります。 

エ すべての企画提案書類は返却しません。 

オ 提出された企画提案書類は、審査・業者選定の用以外に応募者に無断で使用しませ

ん（大阪市情報公開条例に基づく公開を除く）。 

カ 期限後の提出・差し替えは認めません。（大阪市が補正等を求める場合を除く） 

キ 参加申出後に大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置又は大阪市契約関

係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けた者の公募型プロポーザル参加

は無効とします。 

 

４ 企画提案のポイント及び特に提案を求めたい内容 

 

企画提案にあたっては、本業務の趣旨や目的、業務内容を十分理解のうえ、効率的な調

査検討手法及び公募につながる具体的な条件整理・提案内容を示してください。なお、次

の事項については、本業務の中心となる部分であることから、特に提案を求めます。 

（１）マーケットサウンディング（市場調査）（仕様書「５ 業務内容－（２）」）について

は、令和９年度に予定している事業者公募に直結する参画意向、事業成立条件、施設

計画・運営条件等を、限られた期間内で精度高く把握する必要があります。したがっ

て、調査対象とする事業者群の設定、募集・対話・整理のプロセス設計等、効果的な

実施手法について特に企画提案を求めます。 

（２）公募条件骨子の作成（仕様書「５ 業務内容－（３）」）については、地域防災拠点

機能・地域コミュニティ機能の継続を前提に、用途地域等の法令制限、既存建物の活

用可否、浸水等の災害リスク、新大阪駅周辺のまちづくり動向等を踏まえつつ、活用

事業者の採算性を両立させた「公募条件」として具体化する必要があります。したが

って、事業方式（事業用定期借地権／定期建物賃貸借等）の比較検討、行政が必須と

する条件と民間裁量の切り分け、地域コミュニティ機能の確保方法（配置・規模・運

用）、リスク分担（浸水対策、改修・解体、維持管理等）及び応募者が事業計画を作り

やすい提示条件等の整理手法について、特に企画提案を求めます。  
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第３章 選定について 

 

１ 審査・選定 

（１）審査基準 

審査は、次に示す観点から、総合的に公平かつ客観的な審査を行います。 

審査項目 審査内容 配点 

企画提案の内容 ・本業務の目的及び内容を理解しているか 

・本プロポーザルにおける企画提案の内容が実現性の高いも

のであるか 

30点 

・企画提案のポイント及び特に提案を求めたい内容につい

て、具体的な提案がなされているか 

20点 

業務実施体制 ・本業務の内容を踏まえた業務実施体制が確保できているか 

・業務担当者の人数、実績、能力、保有資格は十分か 

・発注者との協議を行い、業務方針・成果物イメージを適時

すり合わせながら業務を遂行できる体制であるか 

・本業務の内容を踏まえたスケジュール設計はされているか 

・効率的な業務実施を行う工夫がなされているか 

30点 

業務実績 ・本業務の遂行に必要な類似業務の実績が豊富か 10点 

所要経費 ・所要経費、積算見積金額は妥当か 10点 

合計 100点 

（注）配点は選定委員１人あたりのもの。 

 

（２）審査・選定方法 

ア 審査・選定方法 

審査については、「令和８年度 西中島小学校及び木川南小学校校地活用検討支援等

業務委託事業者選定会議」（以下、「選定会議」という。）が行い、上記の審査基準に基

づき、書類審査及びプレゼンテーション審査を実施します。審査の結果、各委員の評価

点数の合計点が最も高い者を最優秀提案事業者に選定します。ただし、最高点の者が複

数ある場合は、企画提案の内容の点数が最も高い者（企画提案の内容の点数も同じ場合

は、業務実施体制の点数が最も高い者）を最優秀提案事業者に選定します。 

最優秀提案事業者と委託契約の締結に至らなかった場合や、最優秀提案事業者が辞

退又は失格となった場合は、次に高い得点の者が最優秀提案事業者に繰り上がるもの

とします。 

なお、評価点数が全委員の平均で 60点に満たない者は、選定対象とはしません。 

イ 選定会議（プレゼンテーション審査） 

日時：令和８年７月 31日（金） 

場所：淀川区役所 

開催時間等の詳細については、別途通知します。 

※企画提案書類を基に説明してください。プレゼンテーション用の別途資料等は認め

ません。 

ウ 選定結果の通知及び公表 

評価結果及び選定結果は、令和８年８月３日、すべての参加者に通知するとともに、
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淀川区ホームページに掲載します。 

 

２ 失格事由 

 

次のいずれかに該当した場合は、選定対象から除外します。 

（１）参加者が、応募受付日から委託契約締結日までの間に「第２章－１ 応募資格」の

要件に該当しなくなった場合 

（２）提案金額が「第１章－２－（２）契約上限額」を上回っている場合 

（３）選定会議委員に対して、直接、間接を問わず、故意に接触を求めること 

（４）他の参加者と企画提案の内容又はその意思について相談を行うこと 

（５）事業者選定終了までの間に、他の参加者に対して企画提案の内容を意図的に開示

すること 

（６）提出書類の虚偽の記載を行うこと 

（７）その他選定結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為を行うこと 
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別表１ 公募型プロポーザル参加申出書類一覧 

 

提出期限：令和８年７月 15日（水） 午後５時 30分まで（必着） 

提出部数：１部 

 

名称 様式・取扱い等 

①参加申出書兼誓約書 様式２ 

②事業概要 
様式自由 

参加者の業務内容がわかるもの（パンフレット等） 

③委任状 
様式３ 

共同体で参加する場合のみ 

④協定書 
様式自由 

共同体で参加する場合のみ 

 

 

 

 

別表２ 企画提案書類一覧 

 

提出期限：令和８年７月 23日（木）午後５時 30分まで（必着） 

提出部数：５部（正本１部、副本４部） 

※提案事業者名の記載は正本のみとし、副本には記載しないとともに、他に事業者名表示

があれば黒塗りするなどし、提案事業者が推定できる記載は行わないでください。 

 

名称 様式・取扱い等 

①企画提案申出書 
様式４ 

正本にのみ添付し、副本には添付しないこと 

②企画提案書 

様式自由 

募集要項「第３章－１－（１）選定基準」を踏まえ、「企

画提案のポイント及び特に提案を求めたい内容」に記載

の事項については特に具体的かつ詳細に記述すること 

③業務実施体制 様式５ 

④類似業務実績調書 様式６ 

⑤見積書及び経費内訳書 様式自由 

 


